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出
品
し
て
処
分
し
ま
す
。

　

今
後
、
随
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

に
差
押
財
産
を
出
品
し
ま
す
の
で
、
そ

の
際
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
収

納
対
策
課 

﹃
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に

つ
い
て
﹄ 

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
４
月
か
ら 

﹃
筑
波
銀
行
﹄

と 

﹃
中
央
労
働
金
庫
﹄ 

の
本
店
及
び
各

支
店
で
も
町
税
等
を
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

併
せ
て
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
も

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
便

利
で
安
全
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
制
度
は
、
町
が
指
定
し
た

金
融
機
関
に
預
貯
金
口
座
が
あ
れ
ば
、
申

込
み
を
し
て
、
預
貯
金
口
座
か
ら
町
税
等

を
納
期
ご
と︵
全
期
前
納
で
の
申
込
み
は
、

一
括
振
替
︶
に
納
付
で
き
る
制
度
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
収

納
対
策
課 ﹃
納
付
方
法
に
つ
い
て
﹄、﹃
町

税
等
口
座
振
替
制
度
の
ご
案
内
﹄ 

を
ご

覧
い
た
だ
く
か
又
は
収
納
対
策
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

24
年
度
課
税
分
で
未
納
が
あ
る
方

は
、
早
期
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
い
か
ご
確
認

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

町
で
は
現
在
、
24
年
度
課
税
分
の
催

告
を
行
っ
て
い
ま
す
。
催
告
に
も
か
か

わ
ら
ず
納
付
さ
れ
な
い
納
税
資
力
の
あ

る
滞
納
者
に
対
し
、
財
産
を
調
査
し
、

徹
底
し
た
差
押
等
の
滞
納
処
分
を
強
化

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
が
困
難
な
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
収
納
対
策
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
平
成
25
年
４
月
か
ら 

﹃
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
﹄ 

を
実
施
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

町
税
等
の
未
納
が
あ
る
滞
納
者
の
財

産︵
不
動
産
や
動
産︵
自
動
車
、バ
イ
ク
、

時
計
、
貴
金
属
な
ど
︶︶
を
差
押
え
て
、

税
金
に
充
て
る
た
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
売
を
し
ま
す
。

　

特
に
動
産
は
、
滞
納
者
の
自
宅
や
事

務
所
等
を
捜
索
し
て
換
価
で
き
る
財
産

が
発
見
で
き
れ
ば
、
そ
の
場
で
差
押
え

ま
す
。
そ
の
後
未
納
の
税
金
が
完
納
に

な
ら
な
け
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

︻
問
合
せ
先
︼
総
務
企
画
部

収
納
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課
︵
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24
年
度
課
税
分
の
納
付
は

済
み
ま
し
た
か
？

納
付
で
き
る
金
融
機
関
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
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　茨城町では、㈱常陽銀行、㈱三菱東京 UFJ 銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、水戸農業協同組合、
茨城町役場会計課、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストアにおいて税金などの納付にご利用い
ただいております。平成 25 年４月１日より新たに、株式会社筑波銀行と中央労働金庫がご利用いただ
けるようになりました。

※口座振替の取扱いは金融機関によって異なります。詳細は会計課にお問い合せください。
※納入の際には、納入通知書に記載されている納付場所等を確認のうえ納付してください。

【問合せ先】会  計  課　　☎２４０－７１１９

上記金融機関等で納付できる税目等

・固定資産税　　・町県民税（普通徴収分）　・軽自動車税　　　　　　・国民健康保険税
・水道料金　　　・介護保険料　　　　　　　・後期高齢者医療保険料

（以下コンビニエンスストアを除く）
・法人町民税　　・町県民税（特別徴収分）　・農業集落排水使用料　　・公共下水道受益者負担金

（以下ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストアを除く）
・保育園保護者負担金　　・放課後児童クラブ負担金　　・住宅使用料等
・その他納入通知書によるもの

平成25年4月1日から　　　　　　　　　　でも税金などの納付ができるようになりました平成25年4月1日から　　　　　　　　　　でも税金などの納付ができるようになりました平成25年4月1日から　　　　　　　　　　でも税金などの納付ができるようになりました
株式会社筑波銀行
中央労働金庫

町子育て支援センターでは、子育て親子に寄り添いながら、

親子のふれあいと絆づくりを大切にした活動を行なっています。

～ 遊 び に お い で よ ～

子 育 て 支 援 セ ン タ ー 5月

★　子育て相談・定期相談日　★
・日　時：13日（月）27日（月）午前 9 時 30 分～正午
・受付場所：子育て支援センター　事務室
＊町保健センター等の関係機関と連携しています。

遊戯室『まんまるーむ』開放：日曜日、祝日を除き午前 9 時から午後 5 時まで

－　詳細はお問合せください。－
【問合せ先】　保健福祉部こども課　子育て支援センター　☎０２９－２９１－０９８０（直通）

『　茨城町総合福祉センター　「ゆうゆう館」内　』

★　読み聞かせ　★
・日　時：１日（水）、15 日（水）・午前 10 時 45 分～11 時
・場　所：遊戯室「まんまるーむ」
＊子育てボランティアによる読み聞かせを予定。

★　砂場開放　★
・日　時：８日（水）午前 10 時 30 分～11 時 30 分
・場　所：ゆうゆう館中庭

★『ミニ・セミナー』★―随時実施致します―
・内　容： 歌、ふれあい遊び、手遊び、絵本、

紙芝居、伝承遊び、昔遊び　など
・実施時間：10 分程度【場所：遊戯室「まんまるーむ」】

＊『子育てサークル育成』とは…＊
　「親子でこんな遊びをしてみたい、こんな物を作って遊んでみたい、子どもと一緒に楽しみたい」
など、活動内容をメンバー同士で話し合って決めていきます。１年間同じメンバーで活動します
ので、お子さんの話や自分自身の話など、情報交換をしながらメンバー同士の交流を楽しむこと
ができるセミナーです。

　活動にはボランティアの皆さんのご協力を頂いていますので、小さいお子さん、兄弟・姉妹の
いるご家庭でも安心して参加できます。どうぞお気軽にご参加ください。

～親子でゆうゆう館周辺を
ゆったり歩きましょう。～

日にち：14 日（火）　【定員 10 組】
持ち物： タオル、帽子、着替え、水分

補給のための飲み物
＊履きなれた靴で参加してください。

【雨天時：16 日（木）】
―　４月 23 日（火）から受付開始　―

≪子育てセミナー≫ ―要予約―　町内の未就学児とその保護者対象
＊　実施時間：午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分　＊

『戸外であそぼう―散歩―』
～１年間同じメンバーで活動します。～
日にち：29 日（水）　【定員８組】
場　所：保健センター　健診室

【年間予定】
・5/29（水）・6/26（水）・7/18（木）・9/5（木）・
10/17（木）・12/3（火）・Ｈ26．1/16（木）・3/25（火）
―　５月８日（水）から受付開始　―

今回のみの募集となります。

『子育てサークル育成』（年８回）


